
奈
良
県
訓
令
第
九
号

く
ら
し
創
造
部

保

健

所

環
境
衛
生
監
視
員
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
奈
良
県
訓
令
甲
第
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

「
地
域
振
興
部
観
光
局

「
く
ら
し
創
造
部

令
達
先
中

を

く

ら

し

創

造

部

に
改
め
る
。

保

健

所
」

保

健

所
」

第
二
条
中
「
監
視
員
は
」
の
下
に
「
、
地
域
振
興
部
観
光
局
」
を
加
え
る
。
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